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令和２年４月２４日 

 

昭島市長 

 臼井 伸介 殿 

公明党昭島市議団 

団長 赤沼 泰雄 

 

新型コロナウイルス感染対策に関する緊急要望 

 

今月７日、国が新型コロナウイルス感染に対して「緊急事態宣言」を発出して

から、２週間余りが経ちましたが、刻一刻と状況が変化し情報も錯綜する中、昭

島市民の生活を守るための基礎自治体として、最善を尽くしていただいているこ

とに、心より感謝申し上げます。 

 収束の見通しがたたず、世界全体が言い知れぬ不安感に覆われる中、昭島市に

お住いの方、生業をされている方々から、私達議員のもとにも様々なご意見、ご

要望が寄せられております。そのような声にお応えし、少しでも安心した生活を

送れることを願い、以下の項目を要望致します。 

 
記 

 

【最重点項目】 

一、ネット環境のない家庭の子どもも含め、すべての小中学生がオンライン授業 

を受けられる体制を構築すること。 

 

一、マスク購入券（1人 100 枚程度）を市民および市内在勤者に配布すること。購 

入先は市内の薬局・ドラッグストア等にすること。 

 

一、事業者向け、一般市民向けの電話総合相談窓口を設置すること。特に、商工 

会や社会福祉協議会には、電話総合相談窓口から転送できる体制を構築し、 

相談者が一回の電話で済むようにすること。 

 

一、小中学生に学習支援として、図書カード（1万円程度）等を支給すること。 

 

 

一、介護従事者へのマスク確保等、市として介護現場での感染予防を支援するこ 

  と。 
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一、岩手県一関市では、市民が手作りしたマスクを市が買い取り、市民に無料配 

布する取組みをしている。昭島市においても、障害者施設の就労支援等も視 

野に入れ、この取組みのように、市民の方々が自宅で過ごす事を利用できる 

施策を行うこと。 

 

 

【経済対策】 

一、商工会やまちづくり観光協会と連携し、テイクアウトやデリバリー可能な市 

内飲食店の掘り起しに取り組むと共に、チラシ等紙媒体を活用した店舗の宣 

伝・販売代行等の支援を行うこと。 

 

一、寄付金で募る「（仮称）昭島市コロナ対策クラウドファンディング事業」を早 

期に開設すること。 

 

一、市内で営業する店舗の中で東京都の自粛要請に応えた店舗に家賃補助をする 

こと。 

 

一、給付事務や融資事務等が円滑にスピード感を持って対応できるよう、必要な 

  場合は、派遣会社等からの人材確保も視野にいれ、１日も早く市民や事業者 

のもとに現金が届くように努めること。 

 

一、給付金について、市の職員等に対し、寄付や辞退を求めるようなことはしな 

いこと。 

 

一、東京都の感染拡大防止協力金をはじめ、新型コロナウイルス関連の各種申請 

手続きが難しい方々のために、きめ細かい支援を行うよう取組むこと。 

 

一、今年度の内定を取り消された学生を、昭島市において 1年間の任期付き職員 

として採用すること。 

 

一、市内に在勤・在住の医療従事者に特別手当を支給すること。 

 

一、市内に在勤・在住の保育士や学童保育従事者に特別手当を支給すること。 

 

一、児童扶養手当を増額すること。 

 

一、収入減に伴う世帯への水道料金の減免や猶予期間を設けること。 

 

 

【医療対策】 

一、健康課ではなく、防災課としてマスクを備蓄し、近隣の他市の備蓄品を把握 

して、差が出ないように常に備蓄品をチェックすること。 
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一、感染の疑いがある患者が受診に来ることを想定し、市内医療機関におけるエ 

プロン・マスク・ゴーグル・フェイスシールド・手袋等、備品の備蓄状況を 

把握するとともに、必要数の確保と配布、あるいは費用助成を行うこと。 

 

一、医療現場での感染予防のために、市内の医師会と協議し、電話診療やオンラ 

イン診療を推進すること。またそのために必要な補助を行うこと。 

 

一、市内の医師会と協議し、発熱外来を設けて、PCR 検査とトリアージの診療体制 

を確立すること。 

 

一、感染拡大を見据えて、市としてドライブスルーによるＰＣＲ検査を実施でき 

るよう、体制を整えること。 

 

一、介護事業所において感染者が出て通所サービス等が中止された場合、都や周 

辺市町村と連携しながら、サービス利用者の受け皿を確保すること。 

 

一、非接触デジタル体温計を一括購入し、学校など必要な所に配分すること。 

 

 

【その他】 

一、公共施設利用等の再開に向けて、感染予防も踏まえた準備策を早急に検討す 

ること。 

 

一、緊急時・災害発生時に、市と市議会議員巻の迅速かつ確実な情報伝達手段と 

して、メール・タブレット端末等のデジタル媒体を積極的に活用すること。 

 

一、現状における自治会活動のあり方について、ガイドラインを示すこと。また 

自治会がｗｅｂ会議等を活用できるようにするために、ｗｅｂ会議講習会（オ 

ンライン）を行うようにすること。 

 

一、小中学校の水道に非接触の自動水栓の設置を進めること。 

 

 

一、地域や PTA の意見も聞きながら、感染予防、修学旅行や運動会などでの学校 

行事も含めた、学校再開に向けての準備策を検討すること。 

 

 

 

以上 

 


